
                                                                 

 

※ 登録番号 

 

   第１３６１号 （令和４年３月７日） 

 

１.投 資 顧 問 業 の 種 類             

 
 一般不動産投資顧問業  総合不動産投資顧問業 
 

 

２.法 人 ・ 個 人 の 別             

 
         法人                    個人 
 

 

       （ ふ り が な ） 

３.商 号 又 は 名 称             

かぶしきがいしゃりあるぶれーん 

株式会社 リアルブレーン 

 

      （ ふ り が な ） 

４.氏           名 

 （法人である場合は代表者氏名） 

つだ  まさみ 

津田 真実 

５.資    本    金    額 １，０００万円 

６.役           員 

     （ ふ り が な ） 

    氏       名 

         

   役    職    名 

 

    常勤・非常勤の別 

つだ  まさみ 

津田 真実 
代表取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

 

 

 

７.第４条第１項第３号又は第４号に規定する重要な使用人 

 

    （ ふ り が な ） 

   氏      名 

    （使用人の種類） 

 

     職           名 

 

   統括する業務の別 

つだ  まさみ 

津田 真実 

営業所の業務を統括する者 

助言業務を行う者 

投資判断を行う者 

 

代表取締役 

 

投資判断・助言・売買・ 

賃借等 

 

計    1    名 

  



 

 

 

８.不動産投資顧問業を営む営業所の名称及び所在地 

 

 

名     称 

 

 

 設置年月日 

 

所  在  地 

株式会社 リアルブレーン 
令和２年 

５月２５日 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀11番18号 3階 

電話：082-511-3344 

FAX：082-511-3345 

 

計    1    店 

  

  

 

 

 

 

 

 

９.業務の方法 

 

１ 投資助言業務は、次のような不動産を対象として行う。 

①  種類：住宅用・業務用・商業施設等不動産全般 

②  規模：問わない 

③  地域：広島・岡山・山口・島根・鳥取 

  

 ２ 助言の方法 

   助言の方法は、単発的な取引に係る助言及び一定期間継続的な資産運用 

に係る助言等 

 

 ３ 報酬体系 

単発的な取引に係る助言    

報酬＝（一日当りの人件費（①）×従事日数）＋直接経費（②）＋間接経費（③）＋技術料（④）＋特別経費

（⑤） 

①人件費    

一人当たり 30,000 円  

②直接経費    

当社標準額 ＝ 従事日数 × ３，０００円    

③間接経費     

当社標準額 ＝ 従事日数 × ５，０００円    



④技術料    

当社基準の不動産概算価格に下記の料率を乗じた額とする   

１億円以下 3.00  ％  

１億円を超え５億円以下 2.50  ％  

５億円を超え１０億円以下 2.00  ％  

１０億円を超え２０億円以下 1.50  ％  

２０億円を超え３０億円以下 1.25  ％  

３０億円を超え４０億円以下 1.00  ％  

４０億円を超え５０億円以下 0.75  ％  

５０億円を超える部分 0.50  ％  

⑤特別経費    

実費相当額とする（出張旅費等）    

一定期間継続的な資産運用に係る助言    

報酬 ＝ 技術料（①）÷１２ヶ月 × 日数（一ヶ月単位） ＋ 特別経費（②）   

①技術料    

当社基準の不動産概算価格に下記の料率を乗じた額とする   

１億円以下 3.00  ％  

１億円を超え５億円以下 2.50  ％  

５億円を超え１０億円以下 2.00  ％  

１０億円を超え２０億円以下 1.50  ％  

２０億円を超え３０億円以下 1.25  ％  

３０億円を超え４０億円以下 1.00  ％  

４０億円を超え５０億円以下 0.75  ％  

５０億円を超える部分 0.50  ％  

②特別経費    

実費相当額とする（出張旅費等）    

※一定期間継続的な資産運用に係る助言については、最低期間を三ヶ月とし、 

 以後一ヶ月単位とする。 

 

４ 報酬の受領時期 

  単発的な取引に係る助言の場合は、契約締結時に着手金を、提案書提出時 

 に残額を一括にて支払。尚、着手金の額については契約締結時までに協議 

のうえ決定する。一定期間継続的な資産運用に係る助言の場合は、約定額 

を毎月月末までに支払。 

 

 

 

 

 

 

 



１０.既に有している免許、許可又は登録 

 

 

業 の 種 類 

 

 

免許等の番号 

 

免許等の年月日 

 

１．金融商品取引法第２９条の登録 

  

 

２．宅地建物取引業法第３条第１項の免許 
広島県知事 

（1）第11017号 
令和2年7月6日 

 

３．不動産特定共同事業法第３条第１項の許可 

  

   

 

１１.不動産投資顧問業以外の事業の種類及び内容 

 

１ 宅地建物取引業及び不動産管理業務 

２ 不動産に関するコンサルティング業務 

３ 不動産賃貸業務 

 

 

１２.主要株主の商号、名称又は氏名及び住所 

 

 

       （ふりがな） 

 商号、名称又は氏名 

  

 

   住     所 
保有する株式の数

又は出資の金額 

 

割 合 

つだ  まさみ 

津田 真実 
１，０００株 100％ 広島県 

  

 

１３.役員の兼職の状況 

 

 

       (ふりがな） 

      役員の氏名 

 

常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類 

又は他に営んでいる事業の種類 

  

 


